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当社株式等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）非継続（廃止）に関するお知らせ 

 

当社は、2020年４月 21日開催の取締役会において、2020年６月 20日開催予定の当社第 92回定

時株主総会終結の時を持って、「当社株式等の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下

「本プラン」といいます。）を継続せず廃止することを決議いたしましたので、下記のとおりお知

らせいたします。 

 

記 

 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業文化やステークホルダー

との強固な信頼関係など当社の多様な企業価値の源泉を十分に理解したうえで、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益を中長期的に確保し向上させる者であることを、自ら当社の株主をはじめと

したステークホルダーに十分な情報と根拠をもって説明し、十分な合意を得たうえで実質的な支配

権を確立すべきであるとの考えに基づき、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそ

れのある株式の大量買付を行おうとする者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とし

て他の株主の皆様に十分な情報と説明を提供することを担保するために、2008 年６月 14 日開催の

第 80 回定時株主総会において株主の皆様のご賛同をいただき、本プランを導入し、その後、2011

年６月 18 日開催の第 83 回定時株主総会、2014 年６月 14 日開催の第 86 回定時株主総会及び

2017 年６月 17 日開催の第 89 回定時株主総会において内容を一部変更したうえで、その更新を株

主の皆様に決議いただき現在に至っております。 

当社取締役会では、本プランが有効期間満了を迎える本定時株主総会終結に際し、現在合計で当

社株式の約半数を保有する国内外の機関投資家複数のご意見、コーポレートガバナンス・コードの

浸透を経た近時のいわゆる買収防衛策に関する論調と動向、株式市場におけるリスクと機会等につ

き、取締役会で繰り返し議論を行なった結果、本プランを継続せずに有効期間満了をもって廃止す

ることを決議いたしました。当社は中長期の成長戦略を着実に推進し、株主・投資家の皆様からの

信頼の最大化に努めることで企業価値ひいては株主共同の利益の持続的な向上を図って参ります。 

 なお、当社取締役会は株主の皆様に対する受託者責任として、本プランの廃止後も、当社株式に

対する大規模な買付行為が行われた場合には、当該大規模買付行為の是非について株主の皆様が適

切な判断をするために必要な情報を求め、あわせて独立性を有する社外取締役の意見を尊重したう

えで、当社の取締役会の意見等を開示し、株主の皆様の検討のために必要な時間と情報の確保に努

めるなど、金融商品取引法、会社法及びその他の関係法令に基づき、適切な措置を講じて参ります。 

 

以上 


